
岡山県・香川県消防防災ヘリコプター相互応援協定 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、岡山県及び香川県において、消防防災ヘリコプター（以下「ヘ
リ」という。）を使用した消防防災業務に関する相互応援について必要な事項を
定めることを目的とする。 

 （応援要請） 

第２条 この協定に基づく応援要請は、両県がそれぞれ保有するヘリが耐空検査、整
備等により運航不能の場合又は他の用務のために出動できない場合において、応
援を要する県（以下「要請側」という。）が、ヘリの出動を必要とした場合に行
うことができるものとする。ただし、「大規模特殊災害時における広域航空消防
応援実施要綱」（昭和 61年 5月 30日付消防救 61号消防庁次長通知）の対象とな

るヘリの出動事案が発生した場合を除く。 

 （応援） 

第３条 前条の応援要請を受けた県（以下「応援側」という。）は、所掌業務、気象
状況等により飛行に支障がある場合を除き、応援に努めるものとする。 

 （応援要請の手続き） 

第４条 要請側は、次の事項を明らかにし、ファクシミリ等を用いて応援を要請する
ものとする。 

 （１）応援活動の種別及び応援活動の内容 

 （２）応援を要する理由 

 （３）発生の日時、場所等 

 （４）現場の最高指揮者の所属・職・氏名及び現場との連絡方法 

 （５）現場の気象状況 

 （６）ヘリの離着陸場所及び地上支援体制 

 （７）応援に要する資機材の品目及び数量 

 （８）ヘリの給油場所 

 （９）その他必要な事項 

 （応援活動の中断） 

第５条 応援側は、応援側の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合
は、要請側と協議の上、応援活動を中断することができる。 

 （応援活動の始期及び終期） 

第６条 この協定に基づく応援活動は、応援要請を受けてヘリが応援側の基地を出発
したときから始まり、応援側の基地に帰着したときに終了するものとする。ただ

し、ヘリが基地以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して応援に出動すべき
命令があったときは、そのときからこの協定に基づく応援活動は始まるものとす
る。 

２ 前条の規定により、応援活動を中断し、復帰すべき命令があったときは、そのと
きをもってこの協定による応援活動は終了するものとする。  

 （応援のために出動したヘリの指揮） 

第７条 応援のために出動したヘリの指揮は、応援を受けた市町村等の定める現場 
の最高指揮者が行うものとする。この場合において、当該ヘリに搭乗している指 
揮者がヘリの運航に重大な支障があると認めたときは、その旨を最高指揮者に通 
告するものとする。 

２ 当該ヘリに搭乗している指揮者は、応援活動に当たっては前項の現場の最高指揮

者と緊密な連絡をとるものとする。 



 （経費の負担） 

第８条 応援に要する隊員の手当、旅費、ヘリの燃料費（応援先において給油する場
合を除く。）、消耗品費等の通常経費は、応援側の負担とする。 

２ 応援中に発生した事故の処理に要する経費のうち、次の各号に掲げるものは、 
要請側の負担とする。ただし、応援側の重大な過失により発生した損害は、応援 
側の負担とする。 

 （１）土地、建物、工作物等に対する補修費 

 （２）出動したヘリの損傷に対する諸経費 

 （３）一般人の死傷を伴う損害賠償に要する諸経費 

３ 前項に定める要請側の負担額は、応援側の加入する航空保険により支払われる 
金額を控除した金額とする。 

４ 第１項及び第 2項に定めるもの以外に要した経費の負担については、両県でその

都度協議し、定めるものとする。 

 （連絡調整） 

第９条 両県は、応援を円滑に行うことができるよう、次に掲げる事項について、あ
らかじめ連絡調整するものとする。 

 （１）ヘリの活動拠点として最適な飛行場外離着陸場 

 （２）ヘリと消防本部等との通信連絡方法 

 （３）ヘリの諸元及び性能 

 （４）消火及び救急活動用資機材等の補給体制 

 （５）ヘリの整備、修理等により長期にわたり運航不能が予測される場合の事前    

   連絡 

 （耐空検査等の調整） 

第 10 条 両県は、耐空検査等について相互に連絡し、点検スケジュールを調整する
よう努めるものとする。 

 （訓練の参加） 

第 11 条 両県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、防災訓練等に相互
に参加するよう努めるものとする。 

 （その他） 

第 12 条 この協定に関して定めのない事項又は疑義を生じた事項については、そ 
の都度両県協議の上、決定するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、各自１通を保有する。 

 

 

  平成２３年８月３０日 

 

         

      岡 山 県 

      岡 山 県 知 事   石 井  正 弘 

     

     

     

       香 川 県 

      香 川 県 知 事   浜 田  恵 造 


